
3. ハンセン病問題のポイント
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G.H.アルマウェル・ハンセン（1841～1912）

隔離政策が行われた背景
日本の患者隔離政策は、明治40年（1907年）に制定され

た「癩予防二関スル件」で始まりました。その後、国際的な緊

迫した政治状況によって日本は国際連盟を脱退し、独自の道

を模索することになりました。戦時体制に向かう中で、ナショ

ナリズムが高揚し、祖国浄化が叫ばれるようになりました。こ

のような社会情勢を背景に「無癩県運動」が起こり、患者隔離

の世論は日々高まっていきました。そしてすべての患者の

収容を目指した「癩予防法」が制定され、日本のハンセン病

政策は確立されたのです。第2次世界大戦後、日本国憲法が

制定され新たな時代を迎えましたが、ハンセン病政策は戦前

の隔離収容政策が継承されました。その原因はハンセン病に

対する偏見と差別にありますが、長期にわたる隔離政策に

よって、ハンセン病問題が社会から隔離され、この問題に目を

向ける人が少なかったことも大きかったと考えられます。

世界のハンセン病史 日本のハンセン病政策

根強く残る偏見や差別

明治30年（1897年）、「第1回国際らい会議」に出席し

た土肥慶蔵（帰国後、東京帝国大学皮膚病黴毒学講座

教授）は、日本において隔離を提唱しました。北里柴三郎

らも隔離を支持し、医師・光田健輔は東京市養育院にハ

ンセン病患者の隔離・治療を行う施設「回春病室」を設

置しました。その後、明治40年（1907年）に「癩予防二関

スル件」が制定されましたが、内務省は「癩予防ニ関ス

ル件」を、欧米のハンセン病予防法と同等の法律にすべく、

大正5年（1916年）に新しい予防法の策定を進めまし

た。そして昭和6年（1931年）、すべての患者の隔離を目

指した「癩予防法」が成立しました。同年行われた国際連

盟保健機関の会議でも、「ハンセン病の発生予防の最

重要線は隔離と治療である」といったことが決議されて

います。このような流れの中で、京都帝国大学病院の皮膚

科でハンセン病の治療に従事していた医師・小笠原

登は、「ハンセン病は感染症だが、その発症には体質や栄

養状態などが作用するので、患者を隔離する必要はない。

また、ハンセン病は不治の病ではない」という信念から、

強制隔離や断種に反対しましたが、邪説とされ一蹴され

てしまいました。その後、昭和27

年（1952年）のWHO第1回らい

専門委員会等において、外来治

療や社会復帰を重視する考え方

が打ち出されましたが、日本の隔

離政策に影響を及ぼすことはあ

りませんでした。

中世の欧州では、キリスト教が主体となってハンセン病

患者の隔離・保護が行われました。その後、国家政策と

して隔離が進められ、患者は隔離施設に収容されました。

14世紀になると欧州でペストやコレラが大流行した

ため、欧州各国は公衆衛生対策を強化し、検疫や交通

遮断、上下水道を整備するなどして伝染病を克服し、17

世紀のペストの終焉とともにハンセン病も欧州から姿を

消しました（北欧を除く）。

19世紀にノルウェーのハンセン医師が「らい菌」を発見

し、医学界で遺伝説と感染説の論争が起こりました。ノル

ウェーでは遺伝病対策として行われていた隔離を公衆

衛生政策として継続・強化し、ハンセン病を減少させま

した。19世紀後半にベルリンで開催された「第1回国際

らい会議」で遺伝説は否定され、ハンセン病は伝染病

（感染症）であり、隔離が必要であると決議されました。

米国では、ハンセン病は欧州からの移民とアフリカ大陸

から連れてこられた人たちによってもたらされたと考え

られていました。19世紀には、百数十名の患者がハワイ

のモロカイ島に送られ、以後ハワイのハンセン病患者は、

この島に送られることになりまし

た。当時、ハワイで宣教師として

活動していたベルギー人のダミ

アン神父がモロカイ島に渡って患

者とともに暮らし、ハンセン病患者

の救済にあたったという記録が

残されています。
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